
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県営林材売払い一般競争入札の手引き 

（令和８年度用） 
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はじめに 
この手引きは、県営林材の売払いに係る入札について、入札参加者が留意すべき事項を説明

しています。 

入札参加希望者は本内容を了解の上、入札に参加してください。 

 

１ 入札手続きの流れ 
＜ 第1 入札参加資格者名簿への登載 ＞ 

    入札参加資格審査の公告 県林政課ホームページ（公告日:令和８年３月19日） 

               ▽ 

    資格審査申請書の提出 令和８年度提出期限:令和８年５月22日(金) 

                ▽ 

    入札参加資格者名簿登載 申請者に審査結果通知 

適格者を入札参加資格者名簿に登載 

県林政課ホームページに名簿掲載（公表） 

                ▽                 

＜ 第２ 入 札 ＞ 

    入  札  公  告 県林政課ホームページ  

              ▽ 

    現  地  案  内  会  

                ▽ 

    入札参加申込書の提出  

        ▽ 

    入 札 参 加 資 格 の 確 認 資格要件不適合 → 不適合通知 

                ▽ 

      入 札   

                ▽ 

    落 札 者 の 決 定 有効札の確認 

                ▽ 

＜ 第３ 契 約 ＞ 

      契 約    契約保証金納付又は売買代金支払・現地引渡 

 

２ 問い合わせ・書類提出先 
岡山県 農林水産部 林政課森林経営班 

〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

電話：０８６－２２６－７４５４ 
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第１ 入札参加資格者名簿への登載 
一般競争入札に参加しようとする者は、毎年度、資格審査を受け、入札参加資格者名簿(県営

林材売払いに係る一般競争入札参加資格者名簿)に登載されていることが必要です。 

 

１ 入札参加資格審査の申請 

（１）入札参加資格審査申請の公告 
・３月中下旬に、県林政課ホームページ（参考１）に入札参加資格審査申請書の受付を公

告します。 

・手引き、審査申請書等の関係書類は、県林政課ホームページからダウンロードするか、

県林政課で直接入手してください。 

（２）申請受付期間 
令和８年３月19日(木)から令和８年５月22日(金)まで（必着） 

（３）提出書類 
① 入札参加資格審査申請書（別紙様式第１号） 

② 木材取扱実績調書（別紙様式第１号別添) 

③ 都道府県税の納税証明書（写し可） 

④ 市町村税の納税証明書（写し可） 

⑤ 消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可・電子納税証明書可） 

※③～⑤については、参考２「納税証明関係について」を確認してください。 

（４）提出先・提出方法 
上記(３)の提出書類一式を県庁林政課に持参又は郵送（簡易書留等、これに準ずる方

法）により提出してください。 

 

２ 資格審査 

（１）資格基準 
     次の各号すべてに該当する者 

① 岡山県木材業者、製材業者及びチップ業者登録条例の規定による登録を受けている者で

木材の売買、加工に関する営業年数が２年以上の者であること。 

② 年間の木材取扱量が５００㎥以上であること。 

③ 資本金の額又は営業の資金が１００万円以上であること。 

④ 都道府県税、市町村税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（２）結果通知・公表 
・審査の結果、資格基準の適合を確認できた者を入札参加資格者名簿に登載します。審査

結果については、申請者に通知します。 

・資格者名簿は、県庁林政課において一般の供覧に付すとともに、県林政課ホームページ

に掲載し、公表します。 

 

３ その他 
入札参加資格名簿に登載後、申請者名、住所に変更があった場合は変更届(別紙様式第２号)

を提出してください。 
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第２ 入  札 
入札については、必ず入札公告にて内容、条件等を確認してください。 

 

１ 入札参加申込 
一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告の内容を確認の上、入札説明書、物件調

書等の交付を受け、指定された期日までに入札参加の申込みをしなければなりません。 

（１）入札公告 
・入札日の１０日以上前から、県林政課ホームページで行い、入札に付する事項、入札参

加者の資格に関する事項、入札・開札日時及び場所、落札者決定方法などを示します。 

・入札説明書、物件調書等は、公告に定められた期間内に、次の方法で入手してください。

①県林政課ホームページからダウンロード 

②県林政課で直接受領 

③郵送で請求 返信用の封筒(角形２号、所要額の切手貼付)を同封し、県林政課あて請求 

（２）入札参加申込 
入札説明書付属の申込書様式に必要事項を記載し、添付書類等を揃えて、公告に定めら

れた期限までに、県林政課へ持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるもの

に限る。)を提出してください。 

（３）入札参加者に必要な資格 
   次に掲げる要件のすべてを満たしていることが必要となります。  

① 県営林材売払いに係る一般競争入札参加資格者名簿（※第１入札参加資格者名簿への登

載を参照）に登載されている者であること。 

② 地方自治法施行令第167条の４第１項に規定する者でないこと。 

③ 地方自治法施行令第167条の４第２項の各号(次の一から七)に該当する事実があった日

以降１年以上経過している者であること。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

四 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執

行を妨げたとき。  

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項(この号を除く。) の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

④ 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に規定する指名除外を受けている者でない

こと。 

⑤ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、更生手続開始の決定

又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。 
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（４）入札参加資格要件の審査 
・入札に参加できる者は、申込書等によって事前審査が行われ、入札参加資格要件の確認

がなされ、適合すると認められた者に限られます。 

・審査の結果は申込書提出期限の翌日から１週間以内に発送します。 

 

２ 現地案内会 
・現地において、入札物件の位置、物件及び範囲等を案内します。 

・現地案内会の開催日時、集合場所等は入札公告で示します。 

 

３ 質問の受付及び回答 
・入札物件に対する質問は、入札説明書付属の質問書様式に必要事項を記載し、入札説明書

に定められた期限までに、県林政課へＦＡＸで送信してください。 

・回答は、県林政課ホームページ（公告と同じページ）に掲載します。 

 

４ 入札及び開札 
入札の日時、場所等内容については、入札公告で示します。 

（１）受 付 
・入札当日は、まず公告に定められた時間までに受付を済ませ、会場に入ってください。 

・代理人が入札を行う場合には、権限を有する者(代表者等)の委任状を提出してください。 

・受付は、公告で示された受付場所で、入札開始１５分前までに済ませてください。 

・郵送等による提出の場合は、公告に記載の方法により、公告に記載の期日までに入札書

が県林政課へ到着するようにしてください。 

（２）入札書の記載について 
・住所、商号又は名称、代表者職氏名欄は、契約締結の権限を有する者について記入し、

入札参加者が、①代表者本人の場合には、契約に使用する印鑑を押印し、 ②代理人の場

合には、受任者欄に代理人の住所、氏名を記入し、委任状で示した印鑑を押印します。 

・入札金額は、消費税等を含まない金額を、黒のボールペンで算用数字を用いて記載し、

数字の先頭に「金」又は「￥」を記入します。 

・記載事項を訂正する場合は、訂正部分に取消線を引き、その上に入札で使用する印鑑を

訂正印として押印してください。ただし、入札金額の訂正は認めません。 

・いったん提出した入札書の引換え、変更及び取消しはできません。 

（３）開 札 
・開札は入札終了後、直ちに入札会場において、入札参加者の立会いの上行います。 

・開札の結果、設定した予定価格以上の入札が無かったときは、再度入札（原則として２

回まで）を行います。なお、郵送等による入札の場合は、再度入札を行う日時等を入札

参加者に連絡をします。 

（４）入札の無効 
次の各号に該当する入札は、無効とします。 

① 公告に示す一般競争入札参加資格のない者のした入札 

② 入札者に求められている義務を履行しなかった者のした入札 
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③ 入札公告及び入札説明書に示す諸条件に違反した者の入札 

④ その他岡山県財務規則（昭和61年岡山県規則第８号）第140条の各号に掲げる入札 

※岡山県財務規則 

(入札の無効) 

第140条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

一 競争入札に参加することのできない者のした入札 

二 談合してした入札 

三 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又 

は当該納付額が不足する入札 

四 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札 

五 同一事項について二以上の入札をした入札 

六 指定の日時までに到達しない入札 

七 第百三十五条の規定に違反する代理人のした入札 

八 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反した入札 

(入札の代理) 

第 135 条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提 

出しなければならない。 

２ 前項の代理人は、二人以上の入札者を代理することができない。 

３ 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。 

（５）落札者の決定 
入札において、県が設定した予定価格以上の価格で、かつ最高の価格をもって有効な入

札をした者が落札者となります。 

ただし、落札者となるべき最高価格の入札者が２名以上いるときは、直ちに「くじ」に

よって落札者を決定します。 

なお、郵送等による入札の場合は、くじにより落札者を決定する日時等を最高価格の入

札者に連絡をします。 
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第３ 契  約 
 

１ 契約の締結 
・落札者は、県と再度の現地確認を行い（現地引渡）、落札決定の日から14内に売買契約を

締結しなければなりません。ただし、天候の不順その他やむを得ない理由により14日の売

買契約締結が困難な場合は双方協議の上、契約日を決定します。 

・また、契約を締結しようとする際に、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければなりま

せん。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとしてみなし

ますので留意してください。 

 

２ 契約保証金 

（１）契約保証金の納付額 
・契約に当たっては、契約締結日までに契約金額(消費税を含む額)の100分の10以上の契約

保証金を納付する必要があります。 

・入札保証金を契約保証金の一部に充当した場合は、必要となる契約保証金額の残額を納

付してください。 

・契約保証金は、県が発行する納入通知書によって、県指定金融機関に納付してください。 

（２）契約保証金の減免 
   次の各号に該当する場合、保証金の納付が減免されます。 

① 契約者が保険会社との間に岡山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

② 過去２年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結して、これ

らをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。 

③ 支払代金(入札保証金を売買代金の一部に充当した場合には、その残額、それ以外では

売買代金全額)が契約締結時に即納されるとき、又は契約者が契約を履行しないことと

なるおそれがないとき。 

④ の他前各号に準ずると認められるとき。    

      ※入札参加申込書及び添付書類などで審査します。 

 

３ 契約金額の支払 
・売買代金、又は納付済みの契約保証金額との差額を、契約締結の日から30日以内に納入し

てください。 

・代金は、県が発行する納入通知書によって、県指定金融機関へ納入してください。 

・納入期限までに代金が支払われない場合には、契約を解除し契約保証金は県に帰属します。 
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様式第１号 

 

令和  年度県営林材売払い一般競争入札 

参 加 資 格 審 査 申 請 書 

 

 

                                                     令和  年  月  日   

 

 

 岡山県知事        殿 

 

 

                           申請者 住所（所在地） 

                                   商号又は名称 

                                   代表者職氏名                        ○印  

（ 電 話 番 号              ） 

（ ＦＡＸ番号              ） 

（ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ              ） 

 

 

 令和  年度県営林材売払い一般競争入札に参加するための資格の審査を受けたいので

申請します。 

 なお、都道府県税、市町村税又は消費税及び地方消費税の滞納がなく、本申請書及び付

属書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例第３条第１項の規定により登

録を受けた日 

 

     令和  年  月  日   

 

２ 付属書類 

  ・木材取扱実績調書（別添） 

 ・都道府県税の納税証明書 

 ・市町村税の納税証明書 

 ・消費税及び地方消費税の納税証明書



 - 様 2 -

（別 添） 

木材取扱実績調書 

営業所または工

場の名称および

所 在 地 

 

登 録 業 種 名 

 

登 録 番 号 

 

業務開始年月日 

 

資 本 金 

 

従 業 員 数 事 務   人 現 業 人 計 人 

 

 

木 材 取 扱 量 

 

 

単位 m3 

 

区 分 素  材 製   材 特殊用材 そ の 他 

県内産材 

    

県外産材 

    

計 

    

  ※ 特殊用材は、単板、合板、床板及び銘木類とし、これら以外はその他の欄に記入する。

過去１年間の

生産、購入又

は販売等取扱

い実績を記入

する。 
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様式第２号 

 

令和  年度県営林材売払い一般競争入札 

参 加 資 格 審 査 申 請 書 記 載 事 項 変 更 届 

 

 

                                                     令和  年  月  日   

 

 

 岡山県知事        殿 

 

 

                           申請者 住所（所在地） 

                                   商号又は名称 

                                   代表者職氏名                        ○印  

（ 電話番号              ） 

（ ＦＡＸ番号              ） 

（ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ              ） 

 

 

 令和  年  月  日付けで提出した、入札参加資格審査申請書の記載事項について、

次のとおり変更したいので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 （添付資料）登記事項証明書（写し可） 

変更事項 変更時期 変更前 変更後 

    



参1 

 

 

（参考１） 

岡山県林政課ホームページのご案内 

 

入札参加資格審査や入札の公告など、県営林材の入札に係る各種情報は、県林政課ホー

ムページ内の「県営林材入札情報」に掲載します。 

 

 

 

（アクセス方法） 

 

県林政課ホームページ 

（https://www.pref.okayama.jp/soshiki/57） 

 

 

 

関連情報欄  

「令和８年度県営林材入札情報」 

 

 

（県林政課ホームページ画面） 

 

ここをクリック 
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（参考２） 

 

納税証明書類について 

  

 入札参加資格審査申請に当たっては、申請する法人、個人事業主にあっては代表者に係

る各種納税証明書を添付してください。 

 

１ 岡山県税の納税証明書 

・岡山県県民局長が発行した「県税の滞納がないことの証明」（完納証明書）を添付して

ください。 

・岡山県内に事務所等をおかない法人の場合、「県税の課税なし」の証明書（４「よくあ

るご質問 Ｑ３参照」）を添付してください。 

・詳細は、岡山県税の納税証明書について（P参3）を参照。 

（一般用納税証明書の交付申請について/岡山県税務課） 

https://www.pref.okayama.jp/page/347443.html 

・請求先：岡山県各県民局（地域事務所は窓口申請のみ受付） 

※収入証紙の廃止に伴い、手数料の支払方法が、令和５年 10 月から変更されています。 

 

２ 市町村税の納税証明書 

・岡山県内の市町村長が発行した「市町村税の滞納がないことの証明」（完納証明書等）

を添付してください。 

・岡山県内に事務所等が無い場合は、提出不要です。 

・詳細は、市町村税の納税証明書について（P参５）を参照。 

 ・請求先：各市町村 

 

３ 消費税及び地方消費税の納税証明書 

・税務署長が発行した消費税及び地方消費税の納税証明書を添付してください。 

証明書：法人の場合・・・その３の３、未納税額のないことの証明用 

        個人の場合・・・その３の２、  〃 

・詳細は、別添の税務署発行リーフレット（納税証明書を請求される方へP参６）を参照。 

 （国税庁 納税証明書の交付請求手続 案内ページ） 

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

 ・請求先：各税務署（オンライン請求も可能） 

 

４ 共通事項 

 ・証明年月日が、入札参加資格審査申請日から３ヶ月以内のものに限ります。 

 ・各証明書は、写し（内容が確認できる鮮明なもの）又は電子納税証明書でも可。 
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【岡山県税の納税証明書について】 

 

１ 納税証明書（入札参加資格審査申請書添付用）の請求について 

請求の前に 

☆ 完納証明（県税等の滞納がないことの証明）を取得してください。 

（税額証明ではない） 

☆ 証明が必要な期間の申告、納付を先に済ませてください。 

☆ 個人の方で県税が課税されていない場合、納税者の住所、氏名を確認するもの

が必要です。 

 

２ 請求方法 

窓口での申請のほか、電子申請、郵送での申請を受付けています。 

申請

方法 
申請者 申請先 備考 

窓口

申請 

納税者又

は代理人 

各県民局税務部・各地

域事務所地域総務課 

納税証明書交付申請書用紙は窓口に備え付けています。 

手数料の納付方法が収納専用窓口（申請窓口に併設）でのお

支払いに変更となりました。 

電子

申請 

納税者に

限る。 

各県民局税務部（岡山

県電子申請サービス） 

手数料と郵便料金分の支払いが必要です。 

支払いには、クレジットカード決済又はペイジー（Pay-

easy）を利用したインターネットバンキングが利用できま

す。 

郵送

申請 

納税者又

は代理人 
各県民局税務部 

必要書類と手数料、返信用封筒（宛先を記入して、必要な郵

便切手を貼ったもの。）の同封が必要です。 

様式はホームページからダウンロード可能です（後記） 

 

３ 申請先について 

申請方法によって、申請先が異なります。 

申請先 住所 窓口申請 電子申請 郵送申請 

備前県民局税務部 

収納管理課 

〒700-8604 

岡山市北区弓之町６－１ 
○ ○ ○ 

備中県民局税務部 

収納管理課 

〒710-8530 

倉敷市羽島１０８３ 
○ ○ ○ 

美作県民局税務部 

収税課 

〒708-8506 

津山市山下５３ 
○ ○ ○ 

東備地域事務所 

地域総務課 
和気郡和気町和気４８７－２ ○     

井笠地域事務所 

地域総務課 
笠岡市六番町２－７ ○     

高梁地域事務所 

地域総務課 
高梁市落合町近似２８６－１ ○     

新見地域事務所 

地域総務課 
新見市高尾２４００ ○     
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真庭地域事務所 

地域総務課 
真庭市勝山５９１ ○     

勝英地域事務所 

地域総務課 
美作市入田２９１－２ ○     

 

４ よくあるお問い合わせ 

「一般用納税証明書」についての、よくあるお問い合わせとその回答です。 

Ｑ１．納税証明書の交付を申請できるのは、納税者本人のみですか。 

申請方法によって異なりますが、窓口申請の場合は、納税者から書面により委任を受けている

人（代理人）のほか、納税管理人、破産管財人、清算人及びその他の法定代理人が申請できます。 

納税者の家族は、納税者（個人）からの書面での委任により、代理人として申請できます。 

法人の従業者等は、納税者（法人の代表者）からの書面での委任により、代理人として申請で

きます。 

Ｑ２．申請先に決まりはありますか。 

窓口申請であれば、納税者の住所地等にかかわらず、いずれの申請先でも交付可能です。 

なお、電子申請及び郵送申請の場合は、地域事務所での受付けはできません。 

Ｑ３．県外に本店のある法人が、県内には支店等の事務所を設置していない場合に、「県徴収金等

の滞納がないことの証明」は請求できますか。 

法人登記簿謄本（写し可）の呈示を求め、納税証明書交付申請書の記載内容の一致を確認し、

「県税の課税なし」という納税証明書を交付します。 

Ｑ４．納税証明書に「地方税法第７４７条８第１項に規定する機構指定納付受託者に納付又は納入

の委託が行われている。」と記載されていましたが、どういう意味ですか。 

県税をクレジットカードやスマートフォン決済アプリを利用して納付された場合、納付手続

きから最長で１か月程度の間（納付手続きされてから、県の資金となるまでの間）に交付する納

税証明書については、納付手続きされた金額が未納額として計上されるとともに、その旨が記載

されることがあります。 

 

５ 納税証明書交付申請書の様式等 

下記の県のホームページから、最新の様式等をダウンロード可能です。 

 

納税証明書交付申請書の様式ダウンロード 

 

https://apply.e-tumo.jp/pref-okayama-

d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=364 

一般用納税証明書の交付申請について 

 

https://www.pref.okayama.jp/page/347443.html 

 



 - 参５- 

 

【市町村税の納税証明書について】 

 

１ 対象者 

岡山県内に事務所等があり、岡山県内の市町村に納税義務がある法人及び個人事業者 

※ 岡山県内に事務所等が無く、岡山県内の市町村に納税義務がない場合は、提出不要

です。 

 

２ 提出する証明書（完納証明書等） 

岡山県内の主たる事務所（契約締結権限の委任を行う場合は、当該事務所）の所在す

る市町村が徴収している税について、「滞納がないことを証明するもの」（完納証明等）

を提出してください。 

ただし、完納証明書等が発行されない市町村にあっては、直近一年間分のすべての税

目についての納税証明書を提出してください。 

※ 岡山県内に事務所等があるが、納税義務がなく、証明書が発行されない場合には、任

意様式の「納税を要しない申立書」を提出してください。 

 

３ 申請様式、手続き方法等 

申請様式、具体的な証明書発行手続きについては、事務所等の存する各市町村へ照会

してください。 

 

４ その他 

岡山市
．
発行の完納証明書を取得される事業者の方は、窓口での混雑を避けるため、で

きるだけ営業所等の所在地を管轄する区役所窓口で証明発行を受けるようにしてくださ

い。ご協力よろしくお願いいたします。 
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